
 

 

 

 

小・中学校におけるタブレット型パソコンの持ち帰りについて 

 

１ 一斉休業期間中の持ち帰り状況 

（１）持ち帰り実施校  ２校 

  ①遙堪小学校 

   ア 対象学年  ６年生２３名 

   イ 使用方法  ・「ＴＥＡＭＳ」（インターネットによる会議システム）を使った

健康観察 

           ・専用アプリを使ったタイピング練習など 

  ②南中学校 

   ア 対象学年  ２年生３３名 

   イ 使用方法  ・「ＴＥＡＭＳ」を使った健康観察 

・「パワーポイント」を使った社会科のレポート作成など 

            

（２）持ち帰り期間   

２校ともに１月２１日（金）～１月３１日（月）  

 

２ 持ち帰りの試行について（試行中） 

（１）目的 

 ・タブレット型パソコンの家庭への持ち帰り活用に係る課題等の把握。 

 ・オンライン及びオフラインでの活用に係る課題等の把握。 

 ・登下校時の持ち運び、家庭での保管（管理）に係る課題等の把握。 

 

（２）試行している学校 

・小学校１校（遙堪小学校６年生）  ※希望者を対象 

  ・中学校１校（南中学校２年生）   ※  〃 

 

（３）試行期間 

  ①オフラインによる持ち帰り  令和３年１２月 

  ②オンラインによる持ち帰り  令和４年 １月～２月 

 

３ 今後の持ち帰りについて 

   試行の結果を受け、課題等を整理し、全校において準備が整った学校から持ち帰り

を行うこととする。 
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